柏市納税通知書用封筒広告掲載に関する取扱要領
制定　平成２９年１２月２１日
施行　平成２９年１２月２１日
（趣旨）
第１条　この要領は，柏市納税通知書用封筒（以下「封筒」という。）に，民間企業等の広告を有料で掲載すること（以下「広告掲載」という。）に関して，柏市広告物掲載取扱要領（平成１７年１２月２０日制定）及び広告媒体への広告掲載基準（平成１７年１２月２０日制定）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。
（掲載の募集方法）
第２条　広告の掲載者（以下「掲載者」という。）の募集方法は，原則として公募によるものとし，柏市ホームページに募集の内容を掲載するものとする。
（広告掲載の申込み）
第３条　広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は，柏市納税通知書用封筒広告掲載申込書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。
２　申込者の本店所在地が柏市内の場合は，柏市納税通知書用封筒広告掲載に関する同意書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。本店所在地が柏市外の場合は，市区町村税の完納証明書を市長に提出しなければならない。
（広告掲載の決定）
第４条　市長は，前条の規定による申込みを受けたときは，内容を審査しその後実施する見積もり合わせの指名業者を選定するものとする。
２　市長は，見積り合わせにおいて広告掲載料（以下「掲載料」という）の最低価格（本要領第６条に規定）以上の額を提示した上位二社を掲載者として決定するものとする。ただし，見積もり合わせの指名業者が三社以上あった場合であって，全ての指名業者が最低価格以上かつ同額を提示したとき，または最高価格を提示し最初の掲載者となった一社を確定者とし，その確定者以外の二社以上の業者が，最低価格以上かつ最高価格に次ぐ金額である同額を提示したときは，二社以上の者から一社をくじ引きで決定する。
３　市長は，見積り合わせにおいて，一社のみの申込だった場合，その一社を掲載者と決定し，二枠分を一面に掲載する。
４　市長は，前項の規定により掲載者を決定したときは，柏市納税通知書用封筒広告掲載審査結果通知書（様式第２号）を申込者に通知するものとする。
　（募集枠及び規格）
第５条　募集枠は，二枠とし，一枠を縦約65㎜×横約90ｍｍとする。
（最低価格）
第６条　最低価格は，一枠あたり２０万円からとする。
（広告掲載の基準）
第７条　広告入り封筒に掲載できる広告は，柏市広告物掲載取扱要領第３項第２号（平成１７年１２月２０日制定）及び広告媒体への広告掲載基準（平成１７年１２月２０日制定）に記載されている内容並びに次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 本店所在地において市区町村税を滞納している事業者
(2) 債権取立て，示談引受け等に関するもの
(3) デリバティブ取引に関するもの
(4) 消費者金融及びこれに類する業種に係るもの
(5) 葬儀に関するもの
(6) その他市の封筒に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
（掲載広告主業種等）
第８条　掲載することができる広告主は，広告媒体への広告掲載基準（平成１７年１２月２０日制定）及び次に定める事項のいずれにも該当しないものとする。
(1) 本店所在地において市区町村税を滞納している事業者
(2) 政治団体
(3) 宗教団体
(4) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による再生又は更生手続き中の事業者
(5) 本市から指名停止を受けている事業者
(6) 公的機関又は行政機関からの行政処分を受け，改善がなされていない事業者
(7) 社会問題を起している業種や事業者
(8) その他広告の業種又は事業者として不適当と認められるもの
（掲載の期間）
第９条　掲載の期間は，５月から翌年４月とする。
（掲載料の納入）
第１０条　掲載者は，市長が指定する期日までに，市が発行する納付書により掲載料を一括して市に納付しなければならない。
（掲載料の返還）
第１１条　既納の掲載料は返還しない。ただし，掲載者の責めに帰さない事由により，広告を掲載することができなかったときは，既納の掲載料を一部又は全額返還する。
２　封筒の実送付数が予定送付数を下回った場合においては，既納の掲載料は還付しない。
（広告掲載者の責任等）
第１２条　掲載者は，広告内容等に関する一切の責任を負うものとする。
（広告掲載の取消し）
第１３条　市長は，次の各号に該当すると認めるときは，広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定期日までに原稿が提出されないとき
(2) 指定期日までに掲載料が納付されないとき
(3) その他広告を掲載することが適切でないとき
２　前項の場合において市に損害が生じたときは，市は，掲載者に対しその賠償を求めることができる。
（協議）
第１４条　この要領に定めのない事項や疑義が生じた場合は，市長と掲載者が誠意を持って協議し，処理解決するものとする。
（補足）
第１５条　この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。
　　　附　則　
この要領は，平成２９年１２月２１日から施行する。
　　　附　則　
この要領は，令和４年１２月１日から施行する。
